
令和３年 第４回

戸田市教育委員会定例会

令和３年４月１５日

戸田市教育委員会



第４回教育委員会（定例会）次第

１ 開会

２ 前回の会議録の承認

３ 報告事項 別添 資料№１のとおり

４ 議事     ページ

（１）専決処理事項の報告

報告第 ５号 戸田市立小・中学校通学区域審議会５号委員の変更について･･････････････１

報告第 ６号 令和３年度戸田市就学支援委員会の委嘱について･･････････････････当日配付

（２）議案

議案第２０号 戸田市教育委員会事務局組織規則の一部改正について･･･････････････････２

５ その他

（１）次回の教育委員会の日程（案）

令和３年５月２０日（木）午前９時３０分～ 

（２）その他

６ 閉 会



戸田市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則（案） 

 戸田市教育委員会事務局組織規則（昭和４８年教育委員会規則第５号）の一

部を次のように改正する。 

第４条第７項中「及び第９条」を「、第８条及び第１０条」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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資料 ＮＯ．１ 
 
 
 
 
 
 

報告事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令和３年４月１５日 

戸田市教育委員会 
 
 



１ 報告事項

ページ

① 令和２年度入学準備金貸付内訳について･･･････････････････････････････････････････････１

（教育総務課）

② 令和３年度第１回奨学資金貸付内訳（新規分）について･････････････････････････････････２

（教育総務課）

③ 戸田市立小学校卒業児童の私立中学校等への進学者数について･･･････････････････････････３

（学務課）

④ 令和３年度児童生徒数及び学級数について･････････････････････････････････････････････４

（学務課）

⑤「令和３年度 指導の重点・主な施策」について･････････････････････････････････････別紙１

（教育政策室）

⑥「令和２年度 戸田市教育研究集録」について･･･････････････････････････････････････別紙２

（教育政策室）

⑦ 令和３年度学校公開日等一覧･････････････････････････････････････････････････････････５

（教育政策室）

⑧ 令和３年度 南部教育事務所教育支援担当・学力向上推進担当学校訪問の予定について･･････６

（教育政策室）

⑨ 彩湖自然学習センターの一部再開（３月２２日から）について･･･････････････････････････７

（生涯学習課）

⑩ 青山学院大学・戸田市連携講座の開催について･････････････････････････････････････････９

（生涯学習課）

⑪ 市内中学校の生徒指導案件について･････････････････････････････････････････････当日配付

（教育政策室）

⑫ その他



20 10,400,000

申請者 23人

　貸付決定者 23人

　　貸付済者 20人

　　貸付辞退者 3人

　　未貸付者 0人

　貸付不決定者 0人

高等学校
高等専門学校
専修学校（高等課程）

大学・短期大学
専修学校（専門課程）

学校種別

1

11

私　立

国公立

貸付単価（円）

2,500,000

400,000

6,600,000600,000

3

5

令和２年度入学準備金貸付内訳について

合 計

人数（人） 貸付金額（円）

300,000

500,000

国公立

私　立

400,000

900,000

報告事項①
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貸付単価（円）

（年額）

14 3,240,000

貸付申請者数 14人

貸付決定者数 14人

令和３年度第１回奨学資金貸付内訳（新規分）

合 計

人数（人） 貸付金額（円）

120,000

180,000

国公立

私　立

240,000

120,000

1,080,000

240,000

1,800,000300,000

1

6

高等学校
高等専門学校
　（１学年から３学年）
専修学校（高等課程）

大学・短期大学
高等専門学校
　（４学年及び５学年）
専修学校（専門課程）

学校種別

1

6

私　立

国公立

報告事項②
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学　　校　　名 Ａ：卒業者数（人） Ｂ：私立等進学者数（人） Bの前年度差（人） Ｂ/Ａ×１００（％）

戸田第一小学校 169 19 △ 4 11.24%

戸田第二小学校 162 10 △ 9 6.17%

新曽小学校 114 7 0 6.14%

美谷本小学校 59 3 2 5.08%

笹目小学校 55 2 0 3.64%

戸田東小学校 145 19 △ 4 13.10%

戸田南小学校 117 18 4 15.38%

喜沢小学校 53 5 3 9.43%

笹目東小学校 123 7 5 5.69%

新曽北小学校 119 13 △ 4 10.92%

美女木小学校 93 5 0 5.38%

芦原小学校 111 10 0 9.01%

合計 1320 118 △ 7 8.94%

※ 私立中学校等（国立中学校、私立中学校）

過去３年間の進学率

年度 進学率（%）

平成30年度 9.11%

平成31年度 9.12%

令和2年度 9.42%

令和3年度

戸田市立小学校卒業児童の私立中学校への進学者数について

報告事項③
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１　年 ２　年 ３　年 ４　年 ５　年 ６　年 特支 計 前年度差

児童数 148 141 147 175 154 171 23 959 △ 22

学級数 5 5 4 5 4 5 4 32 △ 1

児童数 152 173 152 168 168 171 13 997 △ 3

学級数 5 5 5 5 5 5 2 32 △ 1

児童数 141 109 124 79 104 98 11 666 26

学級数 5 4 4 2 3 3 3 24 3

児童数 49 58 52 40 56 57 3 315 △ 4

学級数 2 2 2 1 2 2 1 12 0

児童数 48 46 49 45 48 45 9 290 0

学級数 2 2 2 2 2 2 2 14 △ 1

児童数 196 196 215 160 182 158 10 1117 60

学級数 6 6 6 4 5 4 2 33 3

児童数 156 122 125 105 115 122 13 758 36

学級数 5 4 4 3 3 4 3 26 3

児童数 56 56 59 53 60 71 13 368 11

学級数 2 2 2 2 2 2 3 15 0

児童数 92 100 98 119 121 115 26 671 △ 37

学級数 3 3 3 3 4 3 4 23 △ 1

児童数 114 110 127 115 119 126 19 730 △ 9

学級数 4 4 4 3 3 4 3 25 1

児童数 93 113 125 119 108 113 10 681 △ 9

学級数 3 4 4 3 3 3 2 22 △ 1

児童数 103 130 107 112 148 112 0 712 △ 16

学級数 3 4 3 3 4 3 0 20 △ 1

児童数 1348 1354 1380 1290 1383 1359 150 8264 33

学級数 45 45 43 36 40 40 29 278 4

１　年 ２　年 ３　年 特支 計 前年度差

生徒数 204 216 202 20 642 △ 30

学級数 6 6 6 4 22 1

生徒数 160 129 117 2 408 46

学級数 4 4 3 1 12 2

生徒数 97 98 111 14 320 15

学級数 3 3 3 3 12 1

生徒数 161 186 196 14 557 △ 2

学級数 5 5 5 2 17 1

生徒数 354 346 304 0 1004 56

学級数 9 9 8 0 26 1

生徒数 202 188 189 14 593 1

学級数 6 5 5 3 19 1

生徒数 1178 1163 1119 64 3524 86

学級数 33 32 30 13 108 7

令和３年度児童生徒数及び学級数について

合　計

新曽中

笹目中

戸田東中

美笹中

喜沢中

学校名
生徒数（上段）・学級数（下段）

戸田中

美女木小

芦原小

合　計

新曽北小

笹目小

戸田東小

戸田南小

喜沢小

笹目東小

戸田第二小

新曽小

美谷本小

学校名
児童数（上段）・学級数（下段）

戸田第一小

報告事項④
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戸田市教育委員会

とだっこ やり抜く力で 未来に夢を

令和３年度

指導の重点・主な施策 

報告事項⑤

 （別紙１）



「指導の重点・主な施策」について
　新学習指導要領が小学校に続き、今年度から中学校においても全面実施となった。これまでも育成を目指してきた
「生きる力」をより具体化し、これからの時代に求められる子供たちが身に付けるべき資質・能力が「知識･技能」「思
考力･判断力･表現力等」「学びに向かう力・人間性等」の三つの柱で再整理されている。こうした資質･能力を身に付
け、生涯にわたって能動的に学び続けることができるようにするためには、学習の質を一層高める授業改善の取組を
活性化していくことが必要であり、「主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）」の視点からの授業改善
をさらに充実させていくことが重要である。
　戸田市教育委員会では、「戸田市の教育振興に関する大綱」（令和３年４月策定）及び「第４次戸田市教育振興計画」
（令和３～７年度）を基盤に、国や県の動向や各学校の実態を踏まえ、戸田市の子供たちがこれからの変化の激しい
時代を主体的に生き抜き、よりよい豊かな未来の創り手となれるよう、各施策を実施する。
　この「指導の重点・主な施策」は、各学校で行う教育活動の指針を編集したものであり、手の届くところに置かれ、
授業づくりの一助となるよう作成した。各学校においては、自校の実態に即して本冊子を十分に活用し、令和３年度
の指導の重点を明確にし、学校教育の充実を図られたい。

■令和３年度　戸田市立小・中学校における標準授業時数について
＜小学校＞

各　　　　　教　　　　　科 特別の教
科である
道徳

外国語
（英語）
活動

外国語
（英語）

総合的
な学習
の時間

特別
活動

総授業
時数国語 社会 算数 理科 生活 音楽 図画工作 家庭 体育

第１学年 3 0 6 ＊ 1 3 6 ＊ 1 0 2 6 8 6 8 ＊ 1 0 2 3 4 ＊ ＊ ＊ 3 4 8 5 0
第２学年 3 1 5 ＊ 1 7 5 ＊ 1 0 5 7 0 7 0 ＊ 1 0 5 3 5 ＊ ＊ ＊ 3 5 9 1 0
第３学年 2 4 5 7 0 1 7 5 9 0 ＊ 6 0 6 0 ＊ 1 0 5 3 5 7 0 ＊ 3 5 3 5 9 8 0
第４学年 2 4 5 9 0 1 7 5 1 0 5 ＊ 6 0 6 0 ＊ 1 0 5 3 5 7 0 ＊ 3 5 3 5 1 0 1 5
第５学年 1 7 5 1 0 0 1 7 5 1 0 5 ＊ 5 0 5 0 6 0 9 0 3 5 ＊ 7 0 7 0 3 5 1 0 1 5
第６学年 1 7 5 1 0 5 1 7 5 1 0 5 ＊ 5 0 5 0 5 5 9 0 3 5 ＊ 7 0 7 0 3 5 1 0 1 5

＜中学校＞
各　　　　　教　　　　　科 特別の教

科である
道徳

総合的
な学習
の時間

特別
活動

総授業
時数国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保健体育 技術・家庭 外国語

（英語）
第１学年 1 4 0 1 0 5 1 4 0 1 0 5 4 5 4 5 1 0 5 7 0 1 4 0 3 5 5 0 3 5 1 0 1 5
第２学年 1 4 0 1 0 5 1 0 5 1 4 0 3 5 3 5 1 0 5 7 0 1 4 0 3 5 7 0 3 5 1 0 1 5
第３学年 1 0 5 1 4 0 1 4 0 1 4 0 3 5 3 5 1 0 5 3 5 1 4 0 3 5 7 0 3 5 1 0 1 5

※小学校中学年における外国語（英語）活動の実施について
　本市全小学校は、中学年の「総合的な学習の時間」を 35時間削減し、外国語（英語）活動を 35時間実施することが可能となっ
ている。これは、学習指導要領等の教育課程の基準によらない特別の教育課程の編成・実施を可能とする特例校（教育課程特例校）
（令和２年１月 22日文部科学大臣承認）となっていることに基づくものである（期間は、次期教育課程変更日まで）。
※小学校新学習指導要領における外国語（英語）活動及び外国語（英語）科への短時間学習の導入について
　本市の中学年の外国語（英語）活動については、平成 15年から 35時間実施しているが、さらなる英語教育の充実を図るため
に３５時間増とし、合計 70時間とする。中学年、高学年の 35時間分の実施方法については、15分間の短時間学習を３回行うこ
とにより１単位時間（45分間）に換算することとする。
　なお、低学年については、余剰時間や短時間学習も含め 20時間程度とする。

第４次戸田市教育振興計画

★基本理念：生き生きと　共に育む　教育のまち　戸田
★キャッチフレーズ：とだっ子　やり抜く力で　未来に夢を
★方針１：子供たちが可能性に挑戦し続ける力を育むための学びの実現
★方針２：  多様性を尊重し、全ての子供たちが力を発揮できるような

誰一人取り残さない学びの保障
★方針３：地域・家庭・産官学民などの多様な主体による学びの提供
★方針４：個別最適な学びの実現に向けたＥＢＰＭの推進

←計画本文、紹介動画
　はこちら
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アクティブ･ラーニング指導用ルーブリック

※ １～３は、令和元年度達成率が低かった事項である。※１と※３は授業の根幹であるため、見通しと振り返
りの時間を必ず設定することが不可欠である。※２は児童生徒が考えた、話した結果をアウトプットし、考
えを再構築することで深い学びにつなげる手立てである。

　アクティブ・ラーニングの視点から、不断の授業改善を図るため、授業を自己・他者評価す
る際の基本的な５つの視点を指導用ルーブリックとして示した。
　視点１と視点５は、目指すべき目標と学びの評価であり、これらは授業の根幹と捉える。

児童生徒が目標を理解し、課題に興味をもって取り組んでいたか。
【目指すべき目標・評価規準の設定等】

児童生徒が自分の考えを表現することができていたか。
【主に主体的な学びの視点】

児童生徒が友達の発言を受け止め、自分の意見と比べていたか。
【主に対話的な学びの視点】

児童生徒が思考・判断・表現する活動を通して「見方・考え方」を働かせていたか。
【主に深い学びの視点】

児童生徒が「分かったこと」「やったこと」や「できたこと」など、学び
の成果や課題を実感していたか。
【学びの評価・振り返り】

1

2

3

4

5

□指導計画に基づき、適切な目標（資質・能力の三つの柱に基づき ｢何ができるようになるか｣）が設定できたか。
□本時の目標に正対する評価規準・評価方法が設定できたか。
□児童生徒の学習意欲を高められる導入場面であったか。（学習問題や課題の工夫、提示方法の工夫など）

□本時の課題を正しく伝え、見通しをもたせることができたか。（※１）
□自分の考えを表現することができるように、（主につまずいている児童生徒への）支援方法を準備し、実
行することができたか。
□自分の考えを表現することができるように、適切な時間や場の設定・ワークシート等の準備ができたか。
□学習活動は、目標の実現につながっていたか。

□児童生徒の考えを広げ深められるような、学習形態（個人、ペア、グループ、全体）は設定できたか。
□児童生徒の考えを広げ深められるよう、教具（タブレットＰＣ・ホワイトボード・ワークシート・具体物等）
を工夫し用いていたか。
□目標の実現につながるように児童生徒の考えを可視化（板書、ＩＣＴ等を使って示すこと）できたか。（※２）

□児童生徒が本時に働かせるべき「見方・考え方」は、明確であったか。
□児童生徒に「見方・考え方」を働かせることができる学習活動を設定することはできたか。
□児童生徒が働かせていた「見方・考え方」を可視化する（板書・口頭等）ことはできたか。

□評価規準・評価計画に基づき、本時の児童生徒の学習状況を捉え、個々・グループ等へ支援する（キャッチ＆
レスポンスする）ことができたか。
□目標に準拠した指導と評価となるよう、学習の状況を適切に評価することができたか。
□児童生徒が本時の学習を振り返ることができる場面が設定できたか。（※３）

Ｒ０１達成率 ※１　小 88%、中 67% ※２　小 54％、中 34％ ※３　小 63％、中 44％
Ｒ０２達成率 ※１　小 69%、中 66% ※２　小 57％、中 56％ ※３　小 45％、中 52％
Ｒ０３目標値 ※１　小中ともに 90％ ※２　小中ともに 60％ ※３　小中ともに 70％

Ｒ０１，R０２達成率の数値は、学校訪問で先生が自分の授業を評価したものである。
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指導用ルーブリックに基づく授業づくりのポイントについて
～エビデンスに基づくグッドプラクティスの紹介～

　昨年度も、埼玉県学力・学習状況調査の結果及び指導用ルーブリックを活用して、児童
生徒の学力を特に伸ばしている教師（小学校17名、中学校11名）へのインタビューを行っ
た。質問事項としては、主に『①子供たちの学力を伸ばすために意識していることは何か』
と『②支援を必要としている児童生徒への対応について』である。以下は、インタビュー
の内容に基づく、効果的な指導方法（グッドプラクティス）である。

　 子供にとって分かりやすい指示出しや発問
子供の学力を伸ばす　３箇条＋α

　 教師が子供の意見を聞き、子供に任せる、学習者を尊重する授業づくり

こんなことありませんか？

（1）子供が説明できる場面をつくる。 （2） 子供に活動を任せる＝放任するではない。
活動を任せるときは前もって以下を子供に伝えておく。

（3） 子供の活動状況を把握して、励ましたり、
認めたりする。

【留意点】
次のような場合は、子供の活動を止め、改めて全体指導する
ことも必要である。教師が肯定的に接することで、

子供は自己肯定感を高め、更に
意欲的に授業に参加するように
なる。

例： 話合いがずれてきたとき
目的から意図する学び合いになっていないとき

・全体の前で子供に説明させると時間がかかり、予定通りに授業が進まない。
・教師が説明する方が授業がスムーズに進む。
・子供一人一人の取組を見取る時間がない。
・子供に活動を任せると授業が成り立たない。

このように改善してみましょう！

〈分かりやすい指示出し・発問〉
①はっきりと１度で言う。
 （日頃から指示等を繰り返していると１回で話を聞かなくなる）
②聞き取りやすい速さで、抑揚をつけて話す。
 （特に大事なところはゆっくり話す　など）
③子供に正対し、子供を見て話す。
④「今から指示をします」など、前置きして指示を出す。
⑤口頭のみではなく、板書やＩＣＴを活用して指示内容を残す。

（指示の見える化）

例： 学習した内容を振り返ったり、
新出用語の意味を指導したり
する場面

① 課題（ 何をやるべきか、ゴールを明示するなど見通しを示す）
② 時間（ いつまでに行うか、何分間で行うか）
③ ゴールに迫るための手立てや条件、方法

１

２

主にルーブリック
１、２に関わって

主にルーブリック
１～３に関わって
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　 「引き出す」「つなげる」「深める」をキーワードとした授業づくり

　　　（その他）

①メリハリのある授業づくり

②子供が安心して学習できる環境づくり

　主体的・対話的で深い学びの視点からの授業にするためには、教師が必要以上に話をせず、子供たち
から考えや興味や関心を「引き出す」、子供の意見や考えを他の子供に「つなげる」、一人一人の子供の
意見や考えを「深める」ことが重要である。

授業中、間違えて答えた子供に対して ･･･

・子供が頑張って挑戦したことを認める。
・嘲笑する他の子供を注意する。

⬇
子供は「教室は安心して挑戦できる場」として
認識する。

教師が答えた子供を叱る
⬇

子供は「間違えることは
恥ずかしいこと、いけな
いこと」として認識する。

引
き
出
す

つ
な
げ
る

深
め
る

①子供の意見や考えを「引き出す」

【「引き出す」ための教師の働きかけ例】
・ 子供の意見や考え方に対して肯定的な接し方（うなずき、繰り返し）を
心掛ける。このことにより、子供が安心して発言する環境づくりにつな
がっていく。
・ 子供のつぶやきを聞き逃さないようにする。

②子供の意見や考えを他の子供に「つなげる」

【「つなげる」ための『教師の問い』例】
「〇〇さんがどのように考えたか、分かりますか」「〇〇さんの考えを別の
表現で言えますか」「〇〇さんの考えでいいところはどこだと思いますか」 
「〇〇さんがこのように考えた理由が分かりますか」など、子供の意見や
考えを教師が他の子供につなげることで、子供同士の深い学びを生むきっ
かけづくりをする。

【「深める」ための教師の働きかけ例】
「振り返り」の場面で「大切だと思ったこと」「これから使ってみたいと思っ
た考え方」など、振り返る視点を子供に示す。

③一人一人の子供の意見や考えを「深める」

・ 説明や発問の後に「間」を入れて考える時間を確保する。「間」を入れることで、ほどよい緊張感
を子供に与えることができる。
・ 子供がつまずいた場合、１時間の授業が充実感を感じられず終わってしまうことがある。１時間
の授業で活動の種類（聞く、話す、書く、読むなど）を変えることが必要である。「どの子供でも
１時間の授業のどこかで主体的に活動できる内容を入れる」ことが大切である。

×悪い例
・１時間の授業でずっと教師が話をする。
・１時間の授業でずっと問題を解き続ける。

○改善例
 ・ 子供が考えてペアやグループで意見交換する機会を設定する。
・ 区切りをつけて丸付けの時間や友達との教え合いの時間を設定する。

３

＋α

主にルーブリック
２～５に関わって
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戸田型ＰＢＬとは？

そもそも Project って何？

戸田型ＰＢＬ（課題解決型学習）にするための要件

戸田型ＰＢＬの発展イメージ

生活科

総合的な学習の時間

戸田型ＰＢＬ（課題解決型学習）の定義
具体的な誰かの要望や自身の願望にもとづき、何をしていくか（課題）を決め、
期限内にその目標の達成や理想の実現（解決）を目指す活動を通じて、「未来
を切り拓く力」を身に付ける社会に開かれた探究的な学び（学習）

単元設計の際に、下記６つの要件が考えられているかを確認すること。
下記「▲」の段階から、「◎」のように一歩進めることが戸田型PBLにおいて大切

「誰の何のため」という、対象と目的が具体的かつ明確である
▲水害を調べて発表しよう ⇒ ◎必要な防災グッズを親に提案し、家族を守ろう！

「あなたなら何をするか？」という実行方法を問う課題である
▲食品ロスとは何かを考えよう ⇒ ◎食品ロス防止のために私達に何ができるだろうか？

解決（目標の達成、理想の実現）をしたかの基準が明確である
▲漠然とゴミを減らせたらゴール ⇒ ◎1人1日100ｇの家庭ゴミを減らせたらゴール

解決したかどうかを検証し、次につなげる活動の時間がある
▲最終結果をまとめて発表した ⇒ ◎未解決理由を探り、改善策を考え（実行し）た

振り返りの視点を示し、学びの自覚化を促す時間がある
▲チェックシートに〇×を付ける ⇒ ◎何を学び、どう活かすか等を子供自身が言語化する

下図のようなプロセスを繰り返し、学びを段階的に発展させている
▲プロセスを繰り返している ⇒ ◎発展の具体例は、『戸田型PBLの考え方２』を参照

正解の無い未知の課題を
実際に解決していくこと。

※ プロジェクトの語源は、未知の状況（pro）に、 
自分を投げ入れる（ject）こと。

Project

Based
Learning

 解決 

低学年における PBL は生活科そのもの
である。低学年においては、課題＝思
いや願いと捉え、思いや願いの実現に
向けて活動していくことが大切である。

中学年以降の総合的な学習の時間においては、
単元全体を探究的な学習のプロセスを基に構成し、
自らの考えや課題を新たに更新することができるよう
①課題の設定　②情報の収集　
③整理・分析　 ④まとめ・表現　
の探究の過程を「⑤検証・振り返り」まで含めて繰り
返し、学びを段階的に発展させることが大切である。

実生活・実社会で
生きて働く力

（未来を切り拓く力）

発展の具体例は、
『戸田型PBLの考
え方２』を参照

探究していく
対象が広がる

 学習 

 課題 

振り返り

表　現

検証・
振り返り

課題
の設定

まとめ・
表現

情報の
収集

整理・
分析

思いや
願い

中学年以降
の学習へ

感じる
考える

体　験

 戸田型PBL（Project-Based Learning）の考え方 3

ＰＢＬ

社会
（Project の場）

学校
（Learning の場）
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　汎用的な基礎的読解力を測定するリーディングスキルテスト（RST）は、人間の読解プロセスであ
る６つの視点（①係り受け解析②照応解決③同義文判定④推論⑤イメージ同定⑥具体例同定）から
作成されている。市内のRS研究校では、この６つの視点を取り入れた授業改善に取り組んでいる。

□教師が提示した問題文（課題）を正しく読めているか確かめる。（①～⑥の視点全てに関わる）
□問題文や目標等を子供たちに視写させる際は、教師が何を書くのかを口頭で伝えてから板書し、
　教師と共に書き終える。（共書きをする）（①～⑥の視点全てに関わる）
□問題（課題）から授業で何を学習すればよいのかを子供たちに問う。（⑥具体例同定）

指導のPoint
◯「この言葉の意味は分かりますか（どんな意味でしょうか）」と問う。
　特に教科内容以外の一般的な言葉にも留意する。

【令和元年度　戸田市教育研究集録ｐ４ｰ５参照】

◯「今日の授業では、どんなことを学習するとよいでしょうか」と問う。
　 問題（課題）を正しく解釈できるようにするとともに、本時のゴールイメージ
の共有へつなげる。

導　入　～本時の問題（課題）を正しくつかめるようにするために～

□文章に書かれていない主語や述語を補う。（主語や述語を問う場合もある）（①係り受け解析）
□指示代名詞（それ、これなど）が示す言葉を明確にする。（②照応解決）
□根拠に基づき考えを発表したり、グラフや表等から事実を読み解いたりする活動を行う。（④推論）
□文章で書かれていることを絵や図等で表現する活動を取り入れる。（⑤イメージ同定）
□理解が曖昧な言葉は、教科書や辞書等を使って調べるようにする。（③同義文判定・⑥具体例同定）

指導のPoint
◯ 教師が教科書をよく読み、事前に子供たちが読みつまずきそうな所や定義文
（例：～とは…である）等を把握しておく。
◯ 図やグラフ等を必要に応じて関連付けながら学習できるよう事前に準備し
ておく。（具体の世界と抽象の世界とをつなげることが大切）

展　開　～子供たちの理解を深めるために～

□今日学んだことから「わかったこと」「わからないこと」「次回考えたいこと」「よかった友達の　
考え」などについて、子供たちが振り返る場面をつくる。（①～⑥全てに関わる）
□新しく学んだ用語を使って、文章を書く場面をつくる。（⑥具体例同定）

指導のPoint
◯ ただ漠然と「今日の学習を振り返りましょう」と指示せず、教師が視点を
示してから振り返らせる。また、子供たちが板書やタブレット等をもとに
振り返ることができるよう、学習のあしあとを残していく。

終　末　～授業を振り返ることができるようにするために～

過去の
関連資料等

R01
RST の視点
に基づく
授業改善２

H31
RST の視点
に基づく
授業改善１

教育のための
科学研究所
HP

リーディングスキルテストの視点に基づく授業改善３
～研究校の実践に基づいた授業メソッド～

6



一人一台PC活用推進に向けて～「令和の学び」を加速化～

①　ICT活用推進の視点

②　ICT活用のステップ「教師の教具」から「子供の文具」へ

　ICTのマストアイテム化の実現のためには、学校における組織的な取組と児童生徒への系統的な指導が
必要である。以下の視点を参考に各学校の課題を整理し、解決に向けて取組を行う。

　①を踏まえ、教師視点から児童生徒のICT活用状況を以下のように整理した。Step３の文具的活用を
目指し、ICT活用の主導権を児童生徒へ移していく学びづくりを工夫する。

教師
学校

マインドセット
新たな学びに対する教師、
家庭、地域の理解があるか

校務・研修等で活用し、教師
が有用性に気づく段階

教師の教具＞子供の文具
共有・協働・振り返りなど
徐々に子供の学びの手段化

子供の文具的活用
子供も教師も意識なしに ICTを
活用。活用の選択権も子供に。

校内の推進体制
組織的な取組、全員での
取組になっているか

ルールの共有・徹底
機器やクラウド等の利用ルールを
共有し、全員で徹底しているか

ICT のマスト
アイテム化

Step2や Step3へ
向かうためのポイント

▶ 児童生徒自身が活用の段取りを決め、試行錯誤しながら、さらには児童生徒同士で学び
合う活動を取り入れる。

▶ 学習をインプット中心から、発信・表現によるアウトプット中心の学びに転換する。
▶活用のルールを見直す。（ルールが厳しすぎると活用が停滞することもある。）

文部科学省や戸田市プログラミング・
ICT 教育研究推進委員会等が作成し
た資料等を参考に、各学校の実態把
握や課題に応じた取組を行う。

【主なリンク】
・各広域自治体作成ガイドブック等（実践事例付き）
・ICT活用・情報モラル教育教材
・過去の「戸田市 指導の重点・主な施策」ICT 活用に係るページ
・ICTリテラシー系統表（戸田市）
・G suite 、ロイロノート、ミライシード等のマニュアル動画資料
・学校情報化認定チェックリスト（JAET 日本教育工学協会）
・その他資料　（今後、随時更新）

Step ０
便利だな Step1

使えそう
Step2

子供から学ぶ Step3
子供の

文具的活用
（マストアイテム化）

課題解決のヒント
ICT 活用推進
ポータルサイト

児童
生徒

情報モラル教育
対症療法的ではなく、開発
的な指導を計画的、系統的
に行っているか

基礎的 ICTスキル
タイピング、ファイル管
理等の汎用的なスキルを
系統的に指導しているか

探究的 ICTスキル
情報収集、整理・分析、まとめ・
表現のための探究的なスキルを系
統的に指導しているか

教師の教具的活用
提示・配布・収集など、

従来の授業手段の代替的活用
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③　ICTの特性を生かした授業づくり

④　ハイブリッド学習の推進

　ICTには紙等とは異なる特性がある。例えば以下のような特性を踏まえ、ICTをこれまでの授業と融合
させ、個別最適な学びと協働的な学びの実現を目指す。

　対面授業にICT・オンラインを適時適切に組み合わせるハイブリッド学習を推進することで、主体的・
対話的で深い学びや、学習活動の重点化、カリキュラム・マネジメントの実現につなげることを目指す。
ハイブリッド学習を考えるにあたっては、下の例等を参考にICTの活用を【同期・非同期】【個・協働】
の軸から捉え直し、学びの本質を捉えて学習活動を再編することが必要である。

資料を共同で作成した
り、操作をしながら分
析したりする。

アプリ等を活用することで、プレゼ
ンテーションのほか、動画、音楽、
プログラミングなど様々な表現方法
で学びをアウトプットする。

教師の共有機能のほか、児童生徒間
でファイルのやりとりをすることな
ど、思考の共有ができる。

「すぐに」調べる、「す
ぐに」集計されるなど、
即時性がある。

写真や動画、音声入力等を使って記
録をとる。音読やスピーキング、歌
唱、運動のモニターとしても活用で
きる。

修正がしやすいというデジタルの
特性を生かして、文章を推敲した
り、考えを整理・分析したりする。

視覚や聴覚に訴える
コンテンツが豊富であ
り、理解を深めやすい。

自分に適したペースで学んだり、興
味・関心に応じた学習を進めたり、
ふりかえったりしやすい。また、学
習履歴などの蓄積もできる。

オンラインを活用すると、異なる時
間や場所で学習を進めることが可能
になる。

共同で編集できる

多様な表現ができる

考え等を共有しやすい

即時性がある

記録が簡単にできる

やり直しがしやすい

理解を深めるコンテンツがある

個に応じた学習がしやすい

時間と空間の制約を受けない

学習活動を見直す視点

取組例① サテライト・合同授業

【対面指導】
ステーション

【協働活動】
ステーション

【個別学習】
ステーション

教室C

教室D

教室 B
受信

取組例② ブレンディッド・ラーニングの手法

学級や学年等でステーションをつくり、ローテーション

（例）
・ リコーダーの技能テストでは、子供たちの練習成果を
しっかり見取りたい→動画で演奏の様子を提出させる
ことで、非同期・個でも可能

・ 学習の動機付けや課題設定の場面は、多様な意見を踏
まえて学習を進めたい→同期・協働が望ましい

個の学習が効果的

同期が
望ましい

非同期
でもよい

協働学習が効果的

・ 教師による
インプット
・学習の見直し

・グループ
・ 協働作業や
ピアレビュー

T2や
サポーター

・ AI ドリル等の
コンテンツを
活用した習熟▶ 各教室で全体やグループ、個の

理解度に応じた支援（板書・補
助発問・進捗管理・グループ編
成・個別支援　等）

共同

学校 家庭

I C T の特性の例

配信
教室A

・授業の導入
・学習の見直し
・全体思考の共有
・まとめ
・ふりかえり　等

し
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戸田市の
課題

　戸田市が協力したOECDが進める国際調査であるGlobal Teaching Insight（以下、GTI）の結果が
公表された。調査における授業分析の視点や分析結果における戸田市の課題を紹介する。

●アイデア１ ロイロノートやミライシードによる話合い

●アイデア２ Zoomやmeetを活用した交流の充実

●アイデア３ Jamboardを活用した話合い

GTIの特徴
教師の指導実践に関する調査で、以下に示す６領域で授業動画を分析し、
領域別に授業の構成要素や指標を定量化。（対象教科は中3数学、調査は2018年度）
※GTIは調査当時、TALIS Video Study という名称であったが、現在はGTIに変更。

指導の質を
高めるための

もし許して
もらえな
かったら嫌
だから。

謝った方が
いいとは思
うけど、怖
くて謝れな
い。

そのままにして
おいて後でばれ
たほうがよくな
いから。

そのままにして
おいたら自分も
すっきりしない
し、相手にも悪
いから。

社会的・情緒的支援の
スコアが低い

児童生徒の複数の考えを
引き出すスコアが低い

間違いを恐れずに自発的に授業
に関わりやすい雰囲気をつくる

児童生徒の
思考の自由度を高める

指導実践の 6つの領域 GTI からみる指導のポイント
授業運営 ○教室全体を見渡し、様々な児童生徒に発言を求め、進捗具合を把握する。

社会的・情緒的支援 ○児童生徒が間違ったり悩んだりしている場面で、粘り強く取り組めるようフォローする。

対話（談話）
○ 「なぜ～か」や「似ているところは～」といった、理由や関連性など思考を促す発問をする。
○考え（アイディア）や手続きがなぜそうであるか、詳細な特徴に焦点を当てて理由を示す。
○授業中に、児童生徒主体のやり取りの機会をつくる。

教科内容の質 ○考えや表現方法（図やグラフなど）を関連付ける。また、そのつながりを児童生徒に明確に示す。

生徒の認知的取組
○ 考えや手続きについて、なぜそうなるか理由を分析させたり、特定の基準に沿って評価させたり
といった認知的な活動に取り組む機会を増やす。

○問題等を解くために児童生徒から複数の考えを引き出す。

生徒の理解に対する
評価と対応

○児童生徒の考えに対する教科内容に沿ったフィードバックを増やす。
○発問に対する児童生徒の様々な考えを引き出し、その考えに対して理解を促す応答をする。

感染症予防下での話合いの充実

コロナ禍に関連した内容項目の授業の充実

具体例の紹介

同じ「～する」「～しない」であって
も書いてある理由に着目することで、
道徳的価値について考えを深める。

【発展活用例】
① 話合いの様子を録画して全
体で共有（話合いの再現）

②他クラスや他学年との交流

「～する」と「～しない（できない）」
でカードの色を指定し、理由を書く。

各グループで話し合ったこ
とをオンライン会議ツール
を使用して他のグループと
交流する。

Ａ　主として自分自身に関すること
　【小】希望と勇気、努力と強い意志　【中】希望と勇気、克己と強い意志
Ｂ　主として人との関わりに関すること
　【小】【中】友情、信頼　　　　　
Ｃ　主として集団や社会との関わりに関すること
　【小】【中】 公正、公平、社会正義　　家族愛、家庭生活の充実

よりよい学校生活、集団生活の充実
Ｄ　主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること
　【小】生命の尊さ　【中】よりよく生きる喜び

【テーマ】
よりよく生きる

ために

グループ１ グループ２

謝らない
（謝れない） 謝る

学校の新しい生活様式における「考え、議論する道徳」

・学習支援ソフトによる思考の可視化
　（ロイロノートやミライシードの活用）
・ オンライン会議ツール（Zoomやmeet等）を活用した
話合い
→ レコーディング機能で話合いの様子を保存し、振り返り
や評価に活用
・共同編集機能（Jamboard　等）を活用した話合い
・デジタル教材の活用
・拡大機能や音声機能による支援
・スライドや動画を活用し、教材を視覚的に理解
・アンケート機能を活用し、共感した点や考え
　たい点を表示及び集約

ICTの活用

・ハンドサインやカードの活用
・心情グラフ、心情メーター

意思表示の工夫

～する
理由

～しない
理由

① あらかじめWordや
ペイントで心情メー
ターを作成する。

② 作成したメーターを
挿入する。

③ 各グループでメー
ターと付箋を使って
考えを表す。

国際的な調査からみるエビデンスに基づいた授業改善の視点

学習の過程を褒める
機会を増やす

児童生徒が間違ったときに
肯定的なコメントをする

推論の手法を複数
提示して選ばせる

解答方法の手続きを
二つ以上提示する

調査の概要や全体的な
調査結果の説明につい
ては、こちら（国立教
育政策研究所HP）

平成30年度戸田市指導の重点・主な施策
「考え、議論する道徳」への質的転換
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PBSの考え方の前提に、児童生徒の行動の捉え方があります
「気になる行動」を３つの場面に分割した上で、　

　行動の前後にアプローチし、「望ましい行動」を増やすための工夫をしましょう

〇ポジティブな行動支援（Positive Behavior Support）とは？
　　・・・児童生徒の望ましい行動を育てる支援方法です！

PBSの考え方のポイント
・何か問題が起きた後に支援するのではなく、予防的な支援であること。
・できていないことに着目するのではなく、できていることに着目すること。
・ 望ましくない行動を「罰則や叱責」で減らすのではなく、望ましい行動を「称賛や承認」で増やし、
結果的に望ましくない行動を減らすこと。

行　動行動の前（きっかけ）
行動のきっかけ、状況

行動の後（行動の結果）
行動の後に何が起きたか

ポジティブな行動支援（PBS）とは？
～望ましい行動を増やすアプローチ方法について～

学習指導要領 各教科解説第４章内「障害のある児童生徒への指導」のポイント
・ 「通常の学級においても、発達障害を含む障害のある児童生徒が在籍している可能性があることを前提に、
全ての教科等において、一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や支援ができるよう…」
と明記されている。
・～な場合【困難の状態】 ・～するために【配慮の意図】・～の配慮をする【手立て】のように、配慮事項
が体系立てて記載されている。

学習指導要領に記載されている配慮事項について

行動の前の工夫
①  望ましい行動を起こしやすくなるような、
環境を整える工夫
※ 工夫の仕方はページ下部の「学習指導要領に記載されている
配慮事項について」も御参照ください。

②何をしたら良いかがわかるような指示の工夫
　（例）具体的・端的な指示、わかりやすい言い方

行動の後の工夫
①望ましい行動に近づいたときは…
具体的・即時的に褒める、承認する
②望ましくない行動のときは…
　怒る・叱るなどの過剰な反応をしない
代わりに、望ましい行動に近づいた際に褒める

声を出して発表することに困難がある場合や、人前で話すことへの不安を抱いている場合には、紙やホワイトボードに
書いたものを提示したり、ICT機器を活用して発表したりするなど、多様な表現方法が選択できるように工夫し、自分
の考えを表すことに対する自信がもてるような配慮をする。 （小学校学習指導要領解説 国語P.160）

例①

文章を読み取り、数量の関係を文字式を用いて表すことが難しい場合、生徒が数量の関係をイメージできるように、生
徒の経験に基づいた場面や興味ある題材を取り上げ、解決に必要な情報に注目できるように印を付けさせたり、場面を
図式化したりすることなどの工夫を行う。 （中学校学習指導要領解説 数学P.165）

例②
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例えばページ上部の例の場合、「話している人の方を向かない・話を聞いていない」行動の時は、「話を聞きな
さい」と叱るのではなく、望ましい行動ができている児童に着目して、具体的・即時的に褒めることが大切です。
ただし、児童生徒の安全に関わることなど、すぐにその行動を止めなければいけないときは例外です。

PBSでは、「望ましい行動を、ポジティブな方法で育てること」を大切にしています。
ただ甘やかす、ということではありません。望ましい行動とは何かがわかるよう、的確に指示を出したり、適
切な行動を明確に示したりすることは必要です。

Q.望ましい行動ではないときはどうする？
A.叱って行動を減らそうとするのではなく、反応しないようにします。

Q.褒めるだけで指導はしない？
A.もちろん指導もします。「ただ褒めるだけ」ではありません。

よくある質問

参 考 資 料

令和２年度指導の重点・主な施策
「気になる行動へのアプローチ」

学習指導要領
配慮事項一覧（小学校）

学習指導要領
配慮事項一覧（中学校）

PBSを導入することで、
教師も児童生徒も笑顔でいる
学級づくりが期待できます

学校全体で取り組むポジティブな行動支援
～実践とよくある質問～

増やしたい、望ましい行動は何ですか？
望ましい行動を具体的に設定し、目標を決定しましょう。
（例）△ちゃんと話を聞く　〇話している人の方を向いて話を聞く

STEP
1

望ましい行動を増やすために、どのような支援計画を作成しますか？
望ましい行動を増やすために、事前にどのような工夫ができるか、
望ましい行動が起きたとき、クラスや児童生徒に対してどんな声掛けをするか、計画を立て
ましょう。
（例） 望ましい話の聞き方を可視化して掲示する

できている児童生徒に対し「先生と目があっていいね」と声をかける

STEP
2

計画を実行し、行動の記録をとりましょう。
（例） 朝の会の時間に教員の方を向いて話を聞いている人数をカウントする、帰りの時間に児童生徒が自

己申告した人数をカウントする

STEP
3

記録をもとに計画を振り返り、成果が出たら児童生徒へのフィードバックと
次の目標設定を、成果が出ない場合は計画の修正を行いましょう。
（例） 成果が出た場合…成果を児童生徒に発表し、次の望ましい行動を目標設定する

成果が出ない場合… 行動の前を行動の後の工夫を振り返り、計画を修正する
修正した計画で再度STEP ３へ

STEP
4

 自身のクラスや、児童生徒を想定して考えてみましょう
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（別紙２） 報告事項⑥
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日
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日
計

画
日

予
備

日
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1
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一
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日
(土

)
1
1
月
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日
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)
8
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日
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５
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７
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学校名 月　日 曜日 研究授業の教科等

17 1 戸田東中学校 5月17日 月 総合

14 2 新曽中学校 5月19日 水 総合

12 3 芦原小学校 7月1日 木 生活・総合

9 4 美女木小学校 7月5日 月 国語

13 5 戸田中学校 7月12日 月 社会

5 6 喜沢小学校 9月27日 月 生活・総合

6 7 笹目小学校 10月1日 金 国語

2 8 喜沢中学校 10月6日 水 道徳

7 9 戸田第二小学校 10月18日 月 生活・総合

18 10 笹目中学校 10月29日 金 外国語

15 11 美笹中学校 11月1日 月 国語

16 12 笹目東小学校 11月4日 木 生活・総合

10 13 戸田南小学校 11月12日 金 総合

11 14 新曽小学校 11月15日 月 生活・総合

1 15 戸田東小学校 12月16日 木 生活・総合

8 16 新曽北小学校 12月20日 月 公開授業教科のいずれか

4 17 戸田第一小学校 1月25日 火 生活・総合

3 18 美谷本小学校 1月27日 木 生活・総合

令和3年度　南部教育事務所教育支援担当・学力向上推進担当学校訪問の予定

報告事項⑧
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報告事項⑨

彩湖⾃然学習センターの⼀部再開（３⽉２２⽇から）について

彩湖⾃然学習センターでは、新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため、令和３年１⽉

１２⽇（⽕曜）から臨時休館していたが、緊急事態宣⾔が解除されたことに伴い、３⽉２２

⽇（⽉曜）から以下のとおり感染防⽌対策を講じた上で、⼀部の展⽰室を再開する。 

１ 再開⽇ 

令和３年３⽉２２⽇（⽉）から 

※令和３年３⽉２２⽇（⽉）は第４⽉曜⽇の休館⽇に当たることから、開館は３⽉２

３⽇（⽕）から

２ 開館時間 

午前１０時〜午後４時３０分（第２、４、５⽉曜⽇及び⽉末⽇は休館） 

３ 再開する展⽰室 

・１階「⽔中のふしぎ」（ミニ⽔族館）

※ドクターフィッシュの触れ合いコーナーは、当⾯の間休⽌

・４階「学習室」（彩湖⾃然学習センター ⾃然写真展）

・５階「荒川のすがた」（屋上広場を含む）

※２階「⽔辺のふしぎ」、３階「草原・湿原のふしぎ」、４階「林のふしぎ」は体験

型の展⽰が主であるため当⾯の間閉鎖 

※２階、４階のトイレは利⽤可。４階給⽔コーナーは利⽤不可とする

４ 感染防⽌対策  

（１）来館者への事前周知

・発熱や⾵邪症状のある⽅には来館をご遠慮いただく。

・館内のケース及び展⽰資料には、触れないよう注意喚起する。

・マスクの着⽤及び⼿指の消毒をお願いする。

・来館者の密集⾒学を防⽌するため、分散して⾒学することとする。
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・⼤⼈数・団体での来館はご遠慮いただく。

・混雑状況により⼊館制限、時間制限をすることがある。

・感染者が発⽣した場合を考慮して、⼊館者のお名前、ご連絡先を「⼊館者カード」

任意で記⼊していただいています。

・国「新型コロナウイルス接触確認アプリ COCOA」及び埼⽟県「埼⽟県 LINE コロナ

お知らせシステム」の接触確認アプリの導⼊、利⽤を推奨いたします。

・引き続き、⼊館者カードをご利⽤いただくこともできます。

（２）密閉・密集・密接を避けるための対応

・館内は、サーキュレーターにより空気を対流させるよう努める。

・展⽰室内で⼀時期に⼊館できる⼈員を２０名程度とし、ソーシャルディスタンス（⼈

と⼈との距離）を⼗分にとれるよう⼊⼝で調整する。

（３）接触感染リスクへの対応

・来館者が使⽤できる⼿・指消毒液を設置する。

・館内の⼿すり、トイレのドアノブ、エレベーターボタン等は定期的に消毒を⾏う。

（４）職員の衛⽣対策

・マスクやフェイスシールド等を着⽤し、体調管理に努める。

・⼿洗い・咳エチケット等を積極的に⾏い、またその啓発に努める。
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令和３年度 受講生募集 

青山学院大学・戸田市連携講座 
テーマ 「 日本の国際関係の新展開 」

世界とインド太平洋地域の変動を踏まえて、日本がいま直面す

る国際関係の課題と日本がとるべき針路について考えてみませ

んか。 青山学院大学のアカデミックな講義が本市で受けられま

す。気軽にご参加を！ 

回 期 日 テーマ 講 師 会 場 

１ 

５月１５日（土）

※市民大学

開講式あり
「インド太平洋時代」の日本外交 

青山学院大学 国際政治経済学部

国際政治学科 教授  

菊池 努 氏 

文化会館 

304会議室 

２ ５月２２日（土） バイデン新政権と日米関係の課

題と展望 

慶応義塾大学 総合政策学部 

教授 

中山 俊宏 氏 

３ ５月２９日（土） 中国から見た日中関係－その重

要性と課題 

青山学院大学 国際政治経済学部

国際政治学科 教授  

林 載桓  氏 

４ ６月５日（土） 核廃絶に向けた国際的取り組み 

青山学院大学 国際政治経済学部

国際政治学科 教授 

阿部 達也 氏 

時     間 午後 2 時～３時３０分 ※１回目のみ開講式があるため午後２時～３時４０分 

対象・定員  市内在住・在学・在勤者 ４０名 

※※市市公公式式 YYoouuTTuubbee ででもも視視聴聴ででききまますす。。

（（期期間間限限定定・・申申込込者者限限定定公公開開。。定定員員ななしし））

費     用  無料 

認定単位数 ４単位

お申し込み ・４月１日（月）8:30 より申込みを開始します。先着順。右下の二次元コードか

らお申込みいただけます。電話またはメールでのお申込みの際は、講座名・氏名・

年代・電話番号、受講資格（市内在住・在勤・在学のいずれか）、受講方法（会場

参加または動画視聴）を明記してください。 

・・動動画画視視聴聴ををごご希希望望のの方方ににはは、、おお申申込込みみいいたただだいいたたメメーールルアアドドレレスス宛宛ににＵＵＲＲＬＬををおお

送送りりししまますす。。動動画画のの録録画画やや二二次次使使用用はは禁禁止止ししまますす。。

持 ち 物  筆記用具、市民大学受講票（持っていない人には希望により初日に配布します。

【お申込み・お問合せ先】 

戸田市民大学事務局 （教育委員会 生涯学習課内） 

電 話 048－441-1800（内線 342） 

メール kyo-syogaigaku@city.toda.saitama.jp

生涯学習マスコット 

マナビィ

お申込みは

こちら

報告事項⑩

9


	R3-4議案
	R3-4 議案
	①-３第4回資料表紙・次第

	バインダー2
	議案第２０号－１　戸田市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則
	議案第２０号－２　戸田市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則


	文書名 _Ｒ3-4報告
	バインダー
	Ｒ3-4報告
	①-３第4回資料表紙・次第
	報告事項①　令和２年度入学準備金貸付内訳について
	報告事項②　令和３年度第１回奨学資金貸付内訳（新規分）について
	報告事項③　戸田市立小学校卒業児童の私立中学校等への進学者数について
	R3年度

	報告事項④　令和３年度児童生徒数及び学級数について
	児童生徒数、学級数


	報告事項⑤　令和３年度 指導の重点・主な施策
	報告事項⑥　令和２年度戸田市研究集録
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12






